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町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平

成２６年１０月町田市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各

号に定めるものに基づき、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じて、特定教育・保育

の提供を適切に行わなければならない。 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各

号に定めるものに基づき、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じて、特定教育・保育

の提供を適切に行わなければならない。 

（１）略 （１）略 

（２）認定こども園（認定こども園法第３条第

１項又は第３項の認定を受けた施設及び同

条第１０項の規定による公示がされたもの

に限る。） 次号及び第４号に掲げる事項 

（２）認定こども園（認定こども園法第３条第

１項又は第３項の認定を受けた施設及び同

条第１１項の規定による公示がされたもの

に限る。） 次号及び第４号に掲げる事項 

（３）・（４）略 （３）・（４）略 

２ 略 ２ 略 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第５３条 略 第５３条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の 

規定による書面等による同意の取得について 

準用する。この場合において、第２項各号列 

記以外の部分中「書面等の交付又は提出」と 

あり、及び「書面等に記載すべき事項（以下 

この条において「記載事項」という。）」と 

あるのは「書面等による同意」と、「第４項」 

とあるのは「第６項において準用する第４項」 

と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書 

面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書 

面等による同意を得た」と、同項第１号イ及 

び第２号中「記載事項」とあるのは「同意に 

関する事項」と、同項第１号イ中「提供を受 

ける」とあるのは「同意を行う」と、「受け 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の 

規定による書面等による同意の取得について 

準用する。この場合において、第２項各号列 

記以外の部分中「書面等の交付又は提出」と 

あり、及び「書面等に記載すべき事項（以下 

この条において「記載事項」という。）」と 

あるのは「書面等による同意」と、「第４項」 

とあるのは「第６項において準用する第４項」 

と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書 

面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書 

面等による同意を得た」と、同項第１号イ及 

び第２号中「記載事項」とあるのは「同意に 

関する事項」と、同項第１号イ中「提供を受 

ける」とあるのは「同意を行う」と、「受け 
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ない」とあるのは「行わない」と、同項第２ 

号中「交付する」とあるのは「得る」と、第 

３項中「前項各号」とあるのは「第６項にお 

いて準用する前項各号」と、第４項各号列記 

以外の部分中「第２項」とあるのは「第６項 

において準用する第２項」と、「記載事項を 

提供し」とあるのは「同意を得」と、同項第 

１号中「第２項各号」とあるのは「第６項に 

おいて準用する第２項各号」と、前項中「前 

項」とあるのは「第６項において準用する前 

項」と、「提供を受けない」とあるのは「同 

意を行わない」と、「第２項に規定する記載 

事項の提供」とあるのは「この条例の規定に 

よる書面等による同意の取得」と読み替える 

ものとする。 

ない」とあるのは「行わない」と、同項第２ 

号中「交付する」とあるのは「得る」と、第 

３項中「前項各号」とあるのは「第６項にお 

いて準用する前項各号」と、第４項各号列記 

以外の部分中「第２項」とあるのは「第６項 

において準用する第２項」と、「記載事項を 

提供し」とあるのは「同意を得」と、同項第 

１号中「第２項各号」とあるのは「第６項に 

おいて準用する第２項各号」と、第５項中「前 

項」とあるのは「第６項において準用する前 

項」と、「提供を受けない」とあるのは「同 

意を行わない」と、「第２項に規定する記載 

事項の提供」とあるのは「この条例の規定に 

よる書面等による同意の取得」と読み替える 

ものとする。 

  

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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